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沿 革 

平成１９年３月３０日 規則７５号［１］ 

平成２０年９月２日 規則１６号［２］ 

平成２８年２月２５日 規則４５号［３］ 

平成２９年３月２９日 規則３６号［４］ 

平成３０年１月２９日 規則２６号［５］ 

令和２年３月３０日 規則６４号［６］ 

  

（趣旨） 

第１条 この規則は、快適な市民生活の確保に関する条例（平成１１年西宮市条

例第７０号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定める。 

（花火禁止重点区域の告示）［２］［５］ 

第１条の２ 条例第８条第４項の規定による告示は、花火禁止重点区域として指

定し、若しくは変更し、又はその指定を解除した区域及びその日を明示して行

うものとする。［２］［５］ 

（喫煙禁止区域等の告示）［５］ 

第１条の３ 条例第１５条の２第３項の規定による告示は、喫煙禁止区域として

指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除した区域及びその日を明示して

行うものとする。［５］ 

２ 条例第１５条の３ただし書の規定により市長が場所を定めたときは、当該場

所及びその日を告示するものとする。当該場所を変更し、又は廃止したときも

同様とする。［５］ 

（駐車場等の設置の届出） 

第２条 条例第１７条第１項の規定による届出は、駐車場、洗車場及び資材等置

場設置（変更）届出書（様式第１号。以下「届出書」という。）に付近見取

図、施設の構造を明らかにする図面、配置図その他市長が必要と認める書類を

添付の上、正副２部を市長に提出して行わなければならない。 

２ 条例第１７条第１項第２号及び第３号に規定する資材等置場に係る届出書に

ついては、前項に掲げる添付書類のほか、最寄りの２以上の車線を有する道路

から当該資材等置場までの搬出入車両の運行経路図及び作業工程表を添付しな

ければならない。 
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（駐車場等の変更に係る届出）［４］ 

第３条 条例第１７条第１項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる事項と

する。 

(１) 駐車場等の敷地の面積 

(２) 駐車場等の施設の構造 

（一時的な使用に供される駐車場等） 

第４条 条例第１７条第２項に規定する規則で定めるものは、６月未満の期間を

限って設置される駐車場等とする。 

（駐車場等に係る標識の設置）［４］ 

第５条 条例第１８条第１項に規定する規則で定める標識は、様式第２号のとお

りとし、駐車場等の設置工事に着手するまでの間（工事を要しない場合にあっ

ては、使用を開始するまでの間）、設置しなければならない。 

２ 特定事業者が様式第２号によらないで標識類を設置した場合において、市長

が特に認めるときは、これを同様式による標識の設置とみなすことができる。

［４］ 

（駐車場等の周辺住民等との協議）［４］ 

第６条 条例第１８条第２項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とす

る。 

(１) 駐車場等の敷地に近接する土地及びその土地に建築された建築物の所有者

又は占有者 

(２) 駐車場等の敷地の全部又は一部が都市計画法（昭和４３年法律第１００

号）第７条第１項に規定する市街化調整区域にある場合は、当該市街化調整区

域内の敷地の部分が含まれる町又は字の住民が地縁に基づいて形成した団体 

(３) 駐車場等の敷地から２０メートルの範囲内にその敷地の全部又は一部が含

まれる学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園、小学

校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の長［６］ 

(４) 駐車場等の敷地から２０メートルの範囲内にその敷地の全部又は一部が含

まれる児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施

設の長 

(５) 駐車場等の敷地から２０メートルの範囲内にその敷地の全部又は一部が含

まれる老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人福

祉施設の長 

［１］［２］［４］ 

２ 条例第１８条第３項の規定による報告に係る事項は、協議の年月日、相手

方、内容及び結果とする。 

（設置の制限期間の短縮） 
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第７条 市長は、条例第１９条第１項の届出に係る事項の内容が周辺住民の平穏

な日常生活の確保に十分配慮したものであると認めるときは、駐車場、洗車場

及び資材等置場設置（変更）制限期間短縮通知書（様式第３号）を交付するも

のとする。 

２ 前項の通知書の交付を受けた届出者は、条例第１９条第２項の規定により、

当該通知書の交付の日から当該届出に係る駐車場等の設置をすることができ

る。 

（届出者に対する協議の指導） 

第８条 市長は、条例第２０条第１項の規定により、届出者に対して、必要と認

める公共施設の長又は住民若しくは住民が地縁に基づいて形成した団体と協議

するよう求めることができる。 

（太陽光発電設備の設置の届出）［４］ 

第８条の２ 条例第２１条の２第１項の規定による届出は、太陽光発電設備設置

（変更）届出書（様式第３号の２）に次に掲げる書類又は届出に係る事項の変

更内容が分かる書類を添付の上、正副２部を市長に提出して行わなければなら

ない。 

(１) 太陽光発電設備の事業区域（以下「事業区域」という。）の位置図 

(２) 事業区域の区域図 

(３) 事業区域の求積図 

(４) 事業区域内の配置図 

(５) 太陽光発電設備の構造図 

(６) 第８条の４に規定する標識の写真 

(７) その他市長が必要と認める書類 

［４］ 

（太陽光発電設備の変更に係る届出）［４］ 

第８条の３ 条例第２１条の２第１項に規定する規則で定めるものは、次に掲げ

る事項とする。 

(１) 事業区域の面積 

(２) 太陽光発電設備の設置者又は管理者の氏名又は住所（法人その他の団体に

あっては、その名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地） 

［４］ 

（太陽光発電設備に係る標識の設置）［４］ 

第８条の４ 条例第２１条の２第２項において準用する条例第１８条第１項に規

定する規則で定める標識は、様式第３号の３のとおりとし、太陽光発電設備に

よる発電を開始するまでの間（条例第２１条の２第１項後段の規定により届出
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に係る事項を変更する場合にあっては、当該事項を変更するまでの間）、設置

しなければならない。［４］ 

２ 条例第２１条の２第１項の規定による届出をしようとする者が様式第３号の

３によらないで標識類を設置した場合において、市長が特に認めるときは、こ

れを同様式による標識の設置とみなすことができる。［４］ 

（太陽光発電設備の周辺住民等との協議）［４］ 

第８条の５ 条例第２１条の２第２項において準用する条例第１８条第２項に規

定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

(１) 事業区域に近接する土地及びその土地に建築された建築物の所有者又は占

有者 

(２) 事業区域又は事業区域に近接する土地が含まれる町又は字の住民が地縁に

基づいて形成した団体の構成員 

［４］ 

２ 条例第２１条の２第２項において準用する条例第１８条第３項の規定による

報告は、住民協議実施報告書（様式第３号の４）を提出して行うものとする。

［４］ 

（立入調査員証） 

第９条 条例第２３条第２項に規定する証明書は、立入調査員証（様式第４号）

とする。 

（過料）［２］ 

第１０条 市長は、条例第３１条の規定により過料に処するときは、過料の処分

を受ける者に対し、告知・弁明書（様式第５号）により、あらかじめ告知し、

及び弁明の機会を付与する。［２］ 

２ 前項の弁明は、市長が指定した期限までに書面を提出して行わなければなら

ない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭その他の方法により行うことが

できる。［２］ 

３ 市長は、条例第３１条の規定により過料に処するときは、過料の処分を受け

る者に対し、過料処分決定通知書（様式第６号）を交付するものとする。

［２］ 

４ 前３項の規定により過料に処するための手続その他の行為を行う職員は、身

分証明書（様式第７号）を携帯し、関係者の請求があったときは、これを関係

者に提示しなければならない。［２］ 

５ 条例第３１条の規定により処する過料の額は、１,０００円とする。［２］ 

（施行の細目） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項

は、市長が別に定める。［２］ 
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付 則 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年３月３０日西宮市規則第７５号［１］） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２０年９月２日西宮市規則第１６号［２］） 

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２８年２月２５日西宮市規則第４５号［３］） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式第６号により調製した用紙は、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

付 則（平成２９年３月２９日西宮市規則第３６号［４］） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（平成３０年１月２９日西宮市規則第２６号［５］） 

この規則は、平成３０年７月１日から施行する。 

付 則（令和２年３月３０日西宮市規則第６４号［６］） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


